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令和６年第７回（１２月）みなかみ町議会定例会会議録第２号 

令和６年１２月４日（水曜日） 

─────────────────────────────────────── 

議事日程 第２号 

   令和６年１２月４日（水曜日）午前９時開議 

 

日程第 １  一般質問 

    ◇ 石坂欣也 君 ・・・ １．高齢者へ「宅配＋健康チェックサービス」の導入は  

                 ２．町民幸福度指数（ＭＨＩ）の導入は 

                 ３．世界水準の観光地を目指して 

                 ４．観光×ウェルビーイングの融合  

                 ５．「共感型観光」への転換 

                 ６．みなかみ町の「観光の未来地図」  

    ◇ 髙橋市郎 君 ・・・ １．農業振興と土地活用について 

    ◇ 星野宗央 君 ・・・ １．現行の健康保険証廃止後の町の対応は  

                 ２．廃プラ資源化による住民へのメリットは  

                 ３．住民への物価高騰対策は 

─────────────────────────────────────── 
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開  会 

 

議 長（小林 洋君） おはようございます。 

      ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

開  議  

 

議 長（小林 洋君） これより本日の会議を開きます。  

      本日の会議は、お手元に配付いたしました議事日程第２号のとおりであります。 

      議事日程第２号により、議事を進めます。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１ 一般質問  

 

通告順序４   ３番 石 坂 欣 也   １．高齢者へ「宅配＋健康チェックサービス」の導入  

                       は  

                     ２．町民幸福度指数（ＭＨＩ）の導入は  

                     ３．世界水準の観光地を目指して  

                     ４．観光×ウェルビーイングの融合  

                     ５．「共感型観光」への転換  

                     ６．みなかみ町の「観光の未来地図」  

 

議 長（小林 洋君） 日程第１、一般質問を行います。  

      一般質問については、６名の議員より通告がありました。  

      昨日、３名の質問が終了していますので、本日は、３名の質問を順次許可いたします。 

      初めに、３番石坂欣也君の質問を許可いたします。 

      ３番石坂欣也君。 

（３番 石坂欣也君登壇） 

３ 番（石坂欣也君） おはようございます。３番石坂欣也。 

      小林議長の許可を得ましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきたいと思

います。 

      私の今回の一般質問につきましては、１番の高齢者へ「宅配＋健康チェックサービス」

の導入はから６番のみなかみ町の「観光の未来地図」について６項目を用意させていただ

きました。上からといいますか、１番、数字から順番に質問をさせていただきたいと思い

ます。 

      まず、それでは１番の高齢者へ「宅配＋健康チェックサービス」の導入はということな

んですが、通告に書いてありますように、高齢者の健康と安全を確保するため、町内の宅
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配サービスは健康チェックを組み合せた新サービスを検討してはどうでしょうかというこ

となんですが、地域の配達業者や医療機関と連携し、定期的に、例えば血圧測定や簡易な

健康相談を実施するモデルは、高齢者福祉の向上に寄与すると思います。  

      この施策の実現の可能性について意見をまずお伺いいたします。  

議 長（小林 洋君） 町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） おはようございます。 

      石坂欣也議員の高齢者への宅配と健康チェックサービスの導入はいかがなものかという

ご質問だというふうに思っております。  

      地域の配達業者や医療機関等と連携して、高齢者の福祉の向上等につなげたらどうかと

いうことですけれども、やはりご提案の内容は地域経済の活性化と高齢者の健康増進に寄

与することにつながるのではないかという思いの中で、恐らく質問をいただいているんだ

というふうに思います。 

      現在みなかみ町で行っている高齢者に係る健康管理に関する事業を、まずやっているこ

とからご紹介をさせていただきたいと思います。  

      広域連合から受託する７５歳以上の方の後期高齢者健診をはじめ、再検査が必要になっ

た方への受診勧奨に伴う受診状況の把握や指導、人間ドック等への助成、またポピュレー

ションアプローチに着目した地域サロンへの保健師さんの派遣、またその中で血圧測定、

健康相談や健康づくり体操などを行っております。これらの事業を実施し、一人でも多く

の高齢者の健康の把握につなげられるような取組をしており、まずはこれらの事業の充実

を最優先することが第一かというふうに思っております。  

      いろいろ宅配業者の方、大変忙しく配送しているように見受けられて、果たしてそこで

できるのかというのがまず１点と、じゃ、誰がやって誰が血圧とか聞き取ったことを誰が

管理するのか、そういうことも非常に課題だと思います。  

      まずは、今、町で取り組んでいる高齢者福祉についてやっていることをさらに充実して、

寄り添う福祉、高齢者福祉の充実に努めていくのが第一だというふうに考えております。  

      以上、一次答弁ということでよろしいでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 石坂欣也君。 

（３番 石坂欣也君登壇） 

３ 番（石坂欣也君） ５人に１人が６５歳以上という超高齢社会になった日本において、国の統計

によりますと、世帯数で見ても高齢者だけの世帯が半数以上を占め、また、そのうち約３

割が独り暮らしということになっております。若い世代のいる世帯よりも高齢の夫婦が独

居の世帯のほうが上回り、多くの人は年老いた親や親族と離れて暮らしているということ

が多いかと思います。 

      こういった実態の中で、今いろんな取組が全国各地で行われておる中で、一つの事例と

して紹介したいものもありますので、この後、紹介させていただきたいと思います。  

      地域の中の見守り活動ということなんですけれども、大きく分けて３つあるという話の

中で、緩やかな見守り、それから担当による見守り、３つ目に専門的な見守りという、こ
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ういう３つに分けられるという、そういうことがあるわけなんですが、私がちょっと提案

したいのは、一番最初の緩やかな見守りというのを町でも考えてみていただく余地はない

のかなということで、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。  

      一般家庭向けに全国展開する物流大手のちょっと企業名を出してしまいますけれども、

ヤマト運輸は各地の自治体と協定を結び、自社の機能を生かして、地域ごとの特性や実情

に合わせた見守り活動に取り組んでおります。この活動が行われている多くの自治体では、

買物支援が見守りとセットになっています。ヤマト運輸が各地で行った見守り活動の中で

も、特に先進的と言えるものの中に、北海道の幌加内町の事例というのがあるそうです。

そこでは見守り対象となる６５歳以上の世帯に商品カタログと情報端末を配布されており

ます。端末に入力すれば商品を注文することができ、次の日の夕方には届くということで

す。 

      もうこれだけでもすばらしいシステムだなということを感じるわけなんですけれども、

このほかに私が今回特に特出して申し上げたいのは、ヤマト運輸さんが行って展開を今し

ておりますクロネコ見守りサービスハローライト訪問プランというのがあるそうです。こ

れは自治体、または個人でも契約できるプランだそうですけれども、自治体の県内ですと

伊勢崎市が行っております。  

      その事例をちょっと紹介しますと、このサービスはヤマト運輸株式会社が提供するクロ

ネコ見守りサービスハローライト訪問プランを活用して実施する伊勢崎市の高齢者見守り

サービスですということでございます。見守りライトというのは、ＬＥＤ電球と通信機能

が一体となったハローライトということだそうです。トイレや廊下など毎日使用する自宅

の電球をハローライトに交換するだけで、簡単に見守りサービスが利用できます。電球に

点灯、消灯の動きが２４時間に一度もない場合は、家族などに自動的に異常通知メールを

送信し、異常をお知らせします。異常を検知時に通知先の家族等が訪問できない場合、家

族などの依頼に応じて、委託業者スタッフが営業時間内に対象者宅を代理訪問し安否を確

認します。 

      これは伊勢崎市では対象になるのは６５歳以上の在宅の独り暮らしの人ということにな

っておりまして、その中に、例えば同一建物内に６５歳未満の親族などが住居している場

合には対象にはならないということだそうです。利用料につきましては無料ということで

ございます。ただし、電気ですので電気料はかかってしまいます。それは自己負担だとい

うことでございます。 

      申込みは、市役所の窓口で本人確認書類を持っていくことによって、月曜から金曜の通

常の業務時間内で受付をしているそうです。また、変更や、１個じゃなくて２個にしたい

とか、そういう変更や、もうちょっと一緒に住むことになったんで必要ありませんという

のは、いつでも変更、中止ができるということです。  

      これは料金が初期費用が０円ということと、本来ですと月額１ ,０７８円という税込み

で料金がかかるらしいんですけれども、伊勢崎市については一年間それを全部市で持って

いるということだそうです。 

      このクロネコの見守りサービスというのは今、全国展開をどんどん広がっておりまして、



R6-7（12.4）第 2号 

－70－ 

法人契約、個人契約含めて相当の数が今増えておりまして、２０２２年、２０２１年の時

点で、福島県の三春町や宮城県の塩竈市、それから東京都の日野市、東京都小平市など、

全部で９自治体で導入予定。また、ふるさと納税返礼品として、クロネコ見守りサービス

ハローライト訪問プランそのものを返礼品として扱っている自治体も、今だんだん増えて

いるということです。 

      大体それを見てみますと、実際私が調べたのは静岡県の沼津市でございますが、それは

クロネコ見守りサービスあんしんハロープランというものでありまして、寄附金額は４万

２,０００円、これは１年だそうです。何度も申込みが可能という、申込み期間も通年、

これはチョイスＰａｙとか、ふるさと納税のこういったものを使って沼津市では行ってい

るそうです。年々この需要が増えているという話を伺っております。  

      こういった事例はほかにも東京の町田市でも行っておりまして、やはり町田市のほうは

６５歳じゃなくて７５歳という、そういうくくりにしておるそうですが、費用につきまし

ては１２か月の利用料金を負担するということになっておりまして、本人は電気代のみと

いうことだそうです。 

      こういった実際に今、民間業者が全国展開をしている、こういった高齢者向けの見守り

プランというのは、町でもそんなに導入をするに当たってハードルが高いということはな

いんじゃないかなって自分はちょっと思ったんですが、何かこのことでご意見を聞かせて

いただけるとありがたいです。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 今、石坂欣也議員からるるいろいろな、それぞれの北海道から沼津、それで

地元県内で伊勢崎等々、いろいろな取組の事例ご紹介をいただきました。やはり地域性な

んかもあるんかと思います。ご紹介いただきました高齢化、老々世帯、独居老人世帯、こ

れは本当に全国的にどこの自治体も課題かというふうに思っております。  

      ですから、先ほどの一次答弁でも、今やっていることを充実させて、誰一人残さない高

齢者福祉の充実というものを最優先するという答弁をさせていただきました。 

      ヤマトさんのいろいろな事例だったと思います。ちょっとそういうことをやっていると

いうのは承知していませんでしたので、これからちょっといろいろとその事例等を参考に

し、調査研究をしていきたいなというふうに思っております。  

      ただし、地域性という田舎ですんで、うちなんかのほうを見ても、独居老人とかそうい

う家庭というのはみんなやはり把握をしております。地域性がありますが新興住宅街にな

って独居、老々世帯というとなかなかコミュニティというのがなかなか形成されていない

部分もありますので、やはり町うちにおいてもやっぱり地域性というのはあるのかなとい

うふうに思っております。いずれにせよ参考にさせていただいて、研究をさせていただく

ということで、よろしくお願いしたいと思います。  

議 長（小林 洋君） 石坂欣也君。 

（３番 石坂欣也君登壇） 

３ 番（石坂欣也君） ありがとうございます。 

      初期費用もかからないということや、またお願いするほうも自由実施でチョイスできる
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という部分もありますので、ぜひ検討していただければありがたいと思います。  

      続きまして、２番目の質問に移らさせていただきたいと思います。  

      町民幸福度指数の導入はということなんですが、住民の幸福度を政策の目標とする町民

幸福度指数を導入してはということで、例えば経済的な豊かさだけでなく、社会的効果を

住民視点で評価する仕組みをつくることは可能でしょうかということ。また、この指標を

基に、町の強みと課題を継続的に見える化し、町民参加型の政策決定を進める考えについ

てご意見をお伺いいたします。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 町民の幸福度を政策の評価指標として導入することについてという質問だと

いうふうに思っております。  

      住民目線での生活満足度や幸福感を定量的に把握し政策の効果を評価することは、大変

やはり有意義なことだというふうに考えております。とはいえ、幸福度の定義や測定方法

については様々な手法もあり、また個人の思い、感覚もあろうかと思います。一定の基準

を設けることは大変これは難しいのかなというふうに考えております。  

      具体的な導入方法としては、既存の町民アンケートなどの施策評価に幸福度に関する指

標を追加することや、定期的な幸福度の調査を実施し、その結果を政策立案に反映させる

ことが考えられるというふうに思います。しかし、指標の選定やデータ収集、政策の反映

方法などには様々な課題があり、それを克服するためには綿密な計画と住民の協力が不可

欠であると思っております。  

      現在、デジタル庁が地域幸福度指標の導入を推進しており、客観指標と主観指標のデー

タをバランスよく活用し、住民の暮らしやすさと幸福感を指標の数値化、可視化する取組

も進めていると伺っております。その進捗や他自治体の事例を参考にしつつ、みなかみ町

に合った方法を模索しながら、必要に応じて導入を検討をしていきたいというふうに考え

ております。 

      ただ、非常に難しい、これは群馬県もやはり県民幸福度ということでいろいろ言ってお

りますけれども、やはり難しいというふうに考えております。個人差はもちろんあります

し、人によっていろいろな考え方があるということです。ただ、ということで難しいけれ

ども、調査、研究、どういう方法がみなかみ町に合っているか進めていきたいというふう

に考えております。 

議 長（小林 洋君） 石坂欣也君。 

（３番 石坂欣也君登壇） 

３ 番（石坂欣也君） ありがとうございました。 

      やはり、本当に何か雲の中にあるものをつかむような部分もやっぱり多々あると思いま

す。やはり、見える化とか可視化ということができれば、政策の指標の一つになるんじゃ

ないかということを思っております。  

      先ほど町長もお答えしていただいた中に、県もという話がありましたですけれども、３

つの幸福というのは群馬県が目指しているということの中で、ビジョンでは２０４０年に

目指す姿として、誰一人取り残されることがないこと、幸福を実感できること、そして、
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自立分散型の社会であることを描きたいということを言っております。また、幸福度指数

の中には、幸福度を評価するために複数の指標をやはり設定しなければいけなかったり、

観光政策や地域開発の効果を評価します。これにより観光の影響や住民や訪問者に与える

幸福度を可視化し、見える化ということかと思うんですけれども、施策の改善が行いやす

くなるのではないかということを考えております。  

      実施の指標例といたしましては、生活満足度とかコミュニティのつながりであるとか、

精神的な幸福感であるとか、多岐にわたっているかと思うんですけれども、これもやはり

観光政策に全部つなげられるということを痛感しておりまして、この後にもちょっと出て

きますけれども、ヘルス＆ウエルネス観光であるとか、幸福度を向上させるための観光で

あるとか、そういったいろんな事例が多々ございます。こういった幸福度を上げる取組に

ついて可視化を進めていただくに当たって、いろんな研究をちょっと進めていただけると

いうようなお話も今お伺いしたので、今後、町だけでなく、やはり民間業者も含めて調査

研究をしていただいて、何か町がよくなるという部分で幸福度指数の項目もそうですけれ

ども、どういったものに反映させていくかということをちょっと検討していただければあ

りがたいと思います。 

      続きまして、３番目の質問に移らさせていただきます。 

      世界水準の観光地を目指してという結構大々的な項目を挙げさせていただいているんで

すけれども、みなかみ町ではユネスコエコパークに認定されているみなかみ町の自然環境

を国際的な観光ブランドとして確立するため、例えば持続可能な観光の国際認証を、これ

はＧＳＴＣ認証というのがあるそうですけれども、取得する取組を進めるべきではないん

でしょうかということがまず１点ありまして、それから、この認証を基に国内外の観光客

向けに持続可能な旅先としてＰＲを行い、国内外の観光客向けに持続可能な地域経済への

好影響を担うべきと考えておりますが、観光客の質の向上と地域経済への好影響を狙うべ

きと考えておりますが、ご意見をまず最初にお聞かせいただけますでしょうか。 

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） ちょっと聞きづらかったんですが、世界基準の認証ということだと思います。 

      まず初めに、あれですよね、認証を受ければいいとか、やはりそういうものが必要だと

思っていればもう動きが出ているんだと思います。やっぱりこれはメリット、デメリット

あるし、それを申請するためのハードル、書類とか、また毎年多分更新とかあるときにい

ろいろなやっぱりハードルというか、いろいろな手続とか事務作業というのがあります。

これはやはり行政、こっちで認証を受けるとかじゃなくてやはり団体、観光協会とかそれ

ぞれあるわけですよね。やはり本当に必要だと思えばそういうところがもう動いて、認証

に取りかかるというんですか、そういうふうな動きがあり、そしてまた、それを行政が認

証のためにできることは支援するという動きにはなるんだと思います。こちらから認証し

てくださいよというのは、ちょっとどうなんですかねとはちょっと思います。  

      ですから、地域の住民がどのように観光地づくりを行いたいかとか、それがどのように

地域経済の好循環に寄与するか、まさにそこが認証をするときのメリットとデメリットと

いうのはやはりしっかりと研究しなければならない部分だと思っております。  



R6-7（12.4）第 2号 

－73－ 

      そういう新たな認証というのも、これは進めた上で必要な部分かもしれませんけれども、

やはり今みなかみ町は既に持続可能な取組が評価されて、ユネスコエコパーク、そしてＳ

ＤＧｓ未来都市、それでネイチャーポジティブ宣言も今年行ったところであります。そち

らのやはり活動、取組を優先しつつ、ブランド価値の向上に努めていく。そして、やはり

ファンを増やしていただき、より多くの人にみなかみ町のよさを知っていただく、それは

議員各位もそうですけれども、やはり私もそういう部分では昨日も石坂武議員の質問にも

お答えさせていただきました。しっかりと先頭に立って営業マンとして、数々の実績も上

がっておりますし、昨年度はふるさと納税も過去最高で、何よりも件数が増えたのがやは

り大変自分でも評価できるなというふうに考えております。そういう活動を通して、一人

でも多くの方にみなかみ町に来ていただけるような、そんなことが最優先かなというふう

に思っております。 

      何でもかんでもどこかの自治体がこれを受けたから、みなかみもとかというんじゃなく

て、やはりみなかみ町はみなかみ町のいろいろな取組が評価されつつあると思っておりま

すので、その辺はやはり事業者の観光に携わっている皆さん方が必要と思えば、既にもう

そういう動きがあるんだと思います。ですから、この部分についてはこういう事業がある

し、そういうときにはまた後押しができるようにしたいと思っております。  

議 長（小林 洋君） 石坂欣也君。 

（３番 石坂欣也君登壇） 

３ 番（石坂欣也君） 町長のおっしゃっていることはよく分かります。 

      国際基準のＧＳＴＣということが何かということと、ちょっと事例も含めて述べさせて

いただきますと、結局サステナブルツーリズムということは日本でも加速の兆しがあると

いうことの中で、こういった実際、今、釜石市が日本では一度、完全な認証じゃないんで

すけれども、取りつつあるという、ほかにまだ全然ないという状況の中で、大変ハードル

の高い認証だということもあるということがまず１点あるわけなんですけれども、やはり

サステナブルツーリズムの実現に向けた動きが世界各地で本格化する中、持続可能性を指

標化した国際基準ＧＳＴＣが多くの観光地で利用されていると同時に、この基準を満たす

地域や事業者に与えられる国際認証の取得を目指して様々な取組を進めている地域が増え

てきましたということなんですけれども、日本でもサステナブルツーリズムというのは、

この国際認証に限らず、この後も出てきますウェルビーイングとか、そういったことも全

て、あとＳＤＧｓですね。それから、先ほど町長が言われたユネスコとか、そういった全

部認証のことも含めて、全て観光全般に関わりのある案件ですので、これを項目で区別し

て１つずつ質問してもちょっと重複する部分が多々あるかと思うんですけれども、そうい

ったことがある中でも国際認証を受けるということの中で、もたらす３つの役割というの

があるそうです。 

      まず第一に、自己分析ツールとして、それを使えるということが挙げられるということ、

２つ目に、コミュニケーションツールとして、自分の自己分析の結果を用いて地域の現状

や課題を共有することによって、地域が一体となって取組を進めることに役立つという２

番目、３つ目は、プロモーションツールとしての役割ということがありまして、認証ラベ



R6-7（12.4）第 2号 

－74－ 

ルは持続可能な観光への取組を端的に示すツールとして有効だということだそうです。こ

ういったいろんな３つのものがある中で、将来を見据えたときに、５０年後、また１００

年後の住んでよし、訪れてよしを実現するためのサステナブルツーリズムとして人口急減、

超高齢化などの大きな課題を抱える日本こそ、また本町こそ必要な施策かもしれませんと

いうことを思いました。 

      いろんなみなかみ町が今実際に執り行っている国際認証であれば、ユネスコエコパーク

も含まれておるわけですので、そういったものも関連をして、ちょっと選択肢の一つに加

えてもいいかな程度で最初はいいかと思うんですけれども、お考えいただければありがた

いと思います。 

      続きまして、４番目の質問に移らさせていただきます。  

      観光×ウェルビーイングの融合ということで質問させていただきます。  

      ウエルネス、つまり心身の健康市場が成長する中で、みなかみ町の温泉と自然を生かし

たデジタルデトックスツアーの導入を提案いたします。  

      具体的には参加者が滞在中にスマートフォンやＰＣを封印し、自然体験やマインドフル

ネス活動を通じてリフレッシュするプログラムを開発することは可能でしょうか。このよ

うな新しい観光形態を通じて滞在型観光を推進できると考えておりますが、このように実

現はどのように実現が可能かどうかも含めて、ちょっとお答えいただければありがたいと

思います。 

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 観光客の心身の健康を促進するアイデアだというふうに思っています。パソ

コンとかですよね、スマートフォンとか。それはただ持っていかなくていいだけのような

気がするんですけれども、自分の意識の中で可能かなというふうに思っております。  

      いろいろこういうこともあるんだと思いますけれども、ただ何もないというときに、例

えば非常事態のときなんかのときとか、やっぱり困るときもあると思いますし、こういう

こともあるんだなということで研究はさせていただきたいと思いますが、ここで研究する

んじゃなくて、本来であれば観光事業者の方々が、やはり本来そういうお客さんがいれば、

それに対応すべく個別な取組というふうに理解はさせていただきます。ただ、必要な観光

の中でのアイデアだというふうには認識をさせていただいております。実現可能かどうか

ということは、私がということでもないような気がしますし、それはそれぞれの事業者の

方々が判断するべきことだというふうに思います。  

議 長（小林 洋君） 石坂欣也君。 

（３番 石坂欣也君登壇） 

３ 番（石坂欣也君） おっしゃっていることはよく分かります。確かにデジタル機器を本人が持っ

ていかなければ、それでいいんじゃないかということも当然あるわけなんですけれども、

懸念されるのは、いざというときに本人に連絡がつかなかったらどうするかとか、いろい

ろ出てくるわけなんですけれども、それはこういったやはり体験プログラム的なものをつ

くるに当たって、そういったケアは当然、各施設であるとか、また行政も巻き込んで解決

できる問題があるんじゃないかというふうに思っております。  
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      プランにはいろいろありまして、やはり自然環境を生かした群馬で、もう今、最近特に

進めておりますリトリートという、そういった考えの中でも、やはりウェルビーイングと

マッチングしたようないろんな取組が徐々に行われておりまして、やはりこれもウェルビ

ーイングをテーマにした観光モデルというのが全国に今広まりつつあるそうです。ウェル

ビーイングということは、文字的には身体的、精神的、社会的に充実した状態を目指す考

え方ということなんですけれども、みなかみ町はそのテーマでブランド化をする方法を考

えてもいいんじゃないかなって自分は思いました。 

      温泉を活用したウェルビーイングであるとか、ウェルビーイングイベントの開催である

とか、またウェルビーイングマラソンとか、そういった個別の実際行えそうなプログラム

もありますし、プロモーションとブランド化ということでウェルビーイングブランドの確

立をすることによって、ウェルビーイングの町として全国海外に発信、また、ブランドロ

ゴやキャッチコピー、心も体も温まるみなかみトリート、リトリートとかいろいろ考えら

れますので、その辺も含めてちょっと今後、観光協会等とも連携しながら進めていければ

いいかなと思っております。 

      実際県内でも、伊香保のある旅館ではもうそのプランをつくっておりまして、すごく需

要があるそうです。これはやはりウェルビーイングということは先ほど申し上げたように、

身体的や精神的に良好な状態であることを意味する概念のことで、このワードに注目して

つくられた旅行プランをウェルビーイングツアーといいますということで、この旅館は募

集をかけているそうです。やはり高単価のお客様が大変多いということを伺っております

けれども、観光町であるみなかみ町でもそういったお宿も何件もありますので、ぜひ取組

を進めていければいいかなと思っております。  

      このウェルビーイングの考え方が先ほど、何ていうんでしょうか、要するに地元の人た

ちにも大変関係の連携をしていかなくちゃいけないプログラムであるということがあるわ

けなんですけれども、実行体制と実態体制といたしましては、やはり官民連携でやってい

かないわけにはいかないという、それを基に観光プランを共同開発したり、あとは補助金

を活用して、国や観光促進補助金や地方創生基金などを活用してプランをつくったり、ま

た専門家の招致をして、ウエルネスやリトリート分野の専門家を招き、プログラム設計を

支援したりとかということも考えられるかと思いますので、今後ちょっと検討していただ

ければありがたいと思っております。  

      続きまして、５番目、「共感型観光」への転換ということなんですけれども、消費型観

光から共感型観光へのシフトが必要と考えております。  

      例えば、観光客が町内の農作業や環境保護活動に参加し、その対価として特産品や地域

通貨を得る、観光×ボランティアプログラムを導入することで、町のファン層を拡大する

ことは可能でしょうか。 

      さらに、このプログラムを通じてリピーターを増やし、長期的な経済的効果を狙う取組

を進めるべきと考えておりますが、ご意見をお伺いいたしますということなんですけれど

も、まず先にお願いします。  

議 長（小林 洋君） 町長。 
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町 長（阿部賢一君） 観光とボランティアでのプログラムということで、やはりこれはボランティ

アに来たお客様が地元の魅力やいろいろなものに触れていただくということは大変いい機

会だというふうに思います。既に、みなかみ町体験旅行を中心に、民間レベルで実践はさ

れているのかなというふうに承知はしております。やはりこういう形で、このみなかみ町

のユネスコエコパークとしての豊かな自然を守り、生かし、広める、そんなことを実践し

ながら、共感型観光への取組をやっているところ、これからやろうとするところに対して

は後押ししていきたい、できることを支援していきたいというふうに考えております。取

組としては大変いい取組だという思いはしております。ありがとうございます。  

議 長（小林 洋君） 石坂欣也君。 

（３番 石坂欣也君登壇） 

３ 番（石坂欣也君） ありがとうございます。 

      この共感型観光というのはやはり最初に通告の文書の中にも書いておりますように、ち

ょっと消費型観光から共感型観光へシフトをしているんじゃないかということを最近痛感

しておりまして、まず取りあえず地域共感プラットフォームを設立してはどうかなという

考えを持っております。 

      これはオンライン予約と交流の場を統合したプラットフォームをつくることによって、

地元の農家さんに質問をできたりとか、訪問前に準備しておきたいなどの相談ができたり

とか、そういうこともできる可能性がありますし、地域資源を生かした体験型プログラム

の普及をさらにブラッシュアップして、今あるものプラスで、例えばもう少し農家民泊の

充実を図ったり、職人の工房を訪問する旅であるとか、そういったものもいいんじゃない

かなと思っておりますし、あとみなかみ町でも森林のボランティアを募集して作業をして

いただいていることがあるわけなんですけれども、みなかみ町森林バイブルツアーとか、

水資源、みなかみ町は水は大変貴重というか特質的な観光資源であります。その水資源を

守る体験型ツアーであるとか、そういったものもちょっと面白いんじゃないかということ

を考えております。 

      そういったみなかみ町のいろんなものを考える中で、やはり何というんでしょうかね。

いろんなところにＰＲする際に、何かみなかみの特別な物語みたいなものを構築していく

のも一つの案じゃないかなと思っておりまして、観光ルートに物語を埋め込んだりですと

か、地元の昔話を現代に再構築するとか、そういったものをちょっとすると面白いんじゃ

ないかなということを考えております。  

      また、共感型観光のためには、やはりインフラもさらに整備を進めていかなければなら

ないと思っておりますので、滞在型観光をするに当たってはやっぱり基盤の強化というの

も欠かせないものかと思っております。小規模で温かみのある宿泊施設であるとか、グラ

ンピングとか地元体験ができるような取組、それから移動手段の充実というのは大変問題

に、前からそうなんですけれども、なってくるかと思っております。 

      国際的な共感型観光地として展開をしていったほうがいいんじゃないかなという、全て

国際的になってしまうんですけれども、インバウンド専用の体験コースであるとか、国際

共感交流イベントであるとか、グローバルなネットワークの構築を考えていくということ
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も一つじゃないかなと思っております。  

      また、その共感型観光ということの基盤づくりの中には、やはり先ほどちょっと言いま

した、いろんな連携が考えられるし、いろんな連携をしなければいけないということなん

ですけれども、エコツーリズムの連携にもしかり、それは当然ユネスコエコパークを活用

するということが多分肝じゃないかなと思っております。  

      体験型プログラムは、実際今みなかみ町もやっているということを自分も存じ上げてお

りますけれども、やはり何というんですか、田舎暮らし体験プログラムをもうちょっと充

実したりとか、地域の知恵を学ぶような体験とか学習とか宿泊プランであるとか、ワーク

ショップということになるかと思うんですけれども、そういうものもいいんじゃないかな

という。また、今まで申し上げてきたいろんな観光のプランの中には、当然、人が介在し

ないとうまくいかないという部分が考えられるわけなんですけれども、そのためのガイド

ツアーをできるような町民の知恵を借りて、何というんですか、ガイドツアー育成プログ

ラムみたいのを作成し、それを多くの町民の興味のある方に参加していただいて、その方

たちに来られる方のニーズに合ったガイドというようなところまで進められるような人材

の育成につなげられれば、何か成功につながるんじゃないかなということを考えておりま

す。地元のガイドの多様性の確保ということが今、考えられる大きな一つの問題かなとい

うことを考えております。高校生や主婦や高齢者なども含めた参加、要するに観光客と地

域住民との交流を深めるようなガイドというのを育成していくというのは一つの手じゃな

いかなと思っております。 

      すみません、もう時間もないんですけれども、最後、６番に移らさせていただきます。  

      みなかみ町の「観光の未来地図」ということで、近年体験型観光が注目されていますが、

地域を深く知る２４時間ツアーという新しい形を提案しますということが、まず１点。 

      この中にはもう実際みなかみ町の中で、ナイトツアーであればお城があったりとか、季

節によっては蛍があったりとか、当然いろんないいものがもう既にあるんですけれども、

それをうまく組み合せられるようなことを、もう一度ちょっと観光協会であるとか、自治

体であるとか、観光業者も含めて構築をしていくことによって、いろんないい効果が生ま

れてくるんではないかと思うんですけれども、一つにはこういったツアーをすることによ

って、地域内での消費を最大化する仕組みをつくれないかということが一つありまして、

このツアーを通じて得た収益の一部を環境保護や次世代観光資源開発に再投資するという

モデルを検討していただけないでしょうかということなんですけれども、お答えいただけ

ますか。 

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） いろいろ調べていただいた、調査していただいた、いろいろなご提案いただ

きました。いずれにせよ、いろいろ今ご提案いただいた部分については承って、できるか

できないかを含めて研究をさせていただきたいと思います。  

      いずれにせよ、やはりいろいろと民間、観光協会、そして行政、やはり連携して観光を

前に進めていきたいという思いは皆さんと共通だと思いますんで、いろいろなご提案を賜

って調査研究をさせていただきたいというふうに思います。できること、できないこと、
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求めているものと、必要でないという、やる現場の人にしてみればどういう思いであるか

ということもやはり調査しなければならないと思います。  

      今、そんな思いの中で、いろいろなご提案ありがとうございました。  

議 長（小林 洋君） 申し上げます。時間内にまとめてください。  

      石坂欣也君。 

（３番 石坂欣也君登壇） 

３ 番（石坂欣也君） ありがとうございました。 

      最後駆け足で進めてしまって、ちょっと不完全燃焼の部分もあるんですけれども、一応

以上をもちまして、私が本日準備いたしました一般質問のほうは終了させていただきたい

と思います。ありがとうございます。  

議 長（小林 洋君） これにて３番石坂欣也君の質問を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

通告順序５  １３番 髙 橋 市 郎   １．農業振興と土地活用について  

 

議 長（小林 洋君） 次に、１３番髙橋市郎君の質問を許可いたします。 

      髙橋市郎君。 

（１３番 髙橋市郎君登壇） 

１３番（髙橋市郎君） １３番髙橋市郎です。 

      議長の許可をいただきましたので、通告をしてあります１点について質問をさせていた

だきます。 

      まず、通告の質問に入る前に、１点、町長に確認なんですけれども、先日の鈴木議員の

一般質問の中に、みなかみ町の農地面積が１ ,６３０ヘクタールという数字が出ました。

私が知る限りでは二千六百何がしの数字なんですけれども、町長の認識というのはどうい

う面積を認識されているでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 昨日の鈴木美香議員での質問の数値だと思います。町の農地台帳に登録され

ている農地の総面積は、先ほど髙橋市郎議員が申し上げました２,６６５ヘクタールとい

うふうに認識を。昨日の農林業センサスでしたっけ、そういう別のところの数値で、実際

の農地台帳に登録されている農地の総面積は、先ほど市郎議員が申し上げましたそのとお

りだというふうに認識をしております。  

      以上です。いいですかね。これで１回。 

議 長（小林 洋君） 髙橋市郎君。 

（１３番 髙橋市郎君登壇） 

１３番（髙橋市郎君） そういう認識でおられるというと私と同じですので、一般質問の通告に入ら

せていただきます。 

      農業振興と土地活用ということで通告をさせていただいております。細かくは２点に分
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かれているわけですけれども、まず１点目に対しては、昨日の鈴木議員とちょっとダブる

ような場面もあろうかと思うんですけれども、なるたけかぶらないように細心の注意を払

いながらやりたいと思いますけれども、もしダブったらお許しいただきたいというふうに

思いますけれども、地域計画策定について、さきの常任委員会での報告では、旧町村単位

での話合いを持ったと報告をいただきました。 

      本来であれば、集落ごとに話合いをする中で策定するのが本来の進め方だと私は認識を

しているわけですけれども、町の策定の方法については、もっと地域の意見を吸い上げた

ような形で策定をするべきだというふうに思っているわけですけれども、そういう中で、

今後の町の農業を見据えた地域農業計画というものを策定すべきではないかと考えている

わけでありますけれども、その点について町長の見解をお尋ねをしたいと思います。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 髙橋市郎議員のおっしゃるところはよく分かります。  

      ちょっと答弁も申し訳ありません。昨日の答弁と重複するかもしれませんので、その辺

はご容赦願いたいと思います。  

      地域計画については令和７年３月までに策定、そして公表するということが前提で今取

り組んでおります。まさに今回策定するものはあくまでも起点であり、完成ではないとい

うふうに承知をしております。今後においても、やはり協議を継続し、完成度を高めてい

かなければならない。また、そのためには先ほど髙橋市郎議員からもお話がありました集

落の問題や課題を明確にし、まさに農業者さんだけではなくて、地域の住民の皆さん方も

気軽に参加し、また農業関係団体の方にもご意見をいただくような機会というのは必要だ

というふうに思っておりますので、やっぱりいろいろな集落単位でいろいろと農地に限ら

ず、地域の課題についていろいろな議論、協議ができる場というのは必要だと思っており

ます。 

      やはり、担い手の不足、そして耕作放棄地、荒廃農地、本当に昨日の答弁でも申し上げ

ましたけれども、非常に課題であります。やはり、地域全体でどのような体制がいいのか

ということも含めた中で、いろいろな機会に地域住民の皆さん方、そして農業者の皆さん、

そして繰り返しになりますけれども、農業団体の関係者なんかもやはり本当は入ってもら

ったほうがいいかなというふうには思っております。  

      ですから、あくまでもおっしゃることはよく分かりますし、丁寧に進めていく必要があ

るというふうに思っております。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 髙橋市郎君。 

（１３番 髙橋市郎君登壇） 

１３番（髙橋市郎君） まさにそういうことを私も思っているわけです。  

      地域計画が農林水産省から下りてきた。そのことの中で、本来は集落ごとに将来の農地

の利用方針をまとめたもの、１０年後に誰が耕作するか農地一筆ごとに定めるというふう

にあるわけ。だから、先ほど農家台帳の集積した面積は当然載っていなければおかしいな

と思うのは、一筆ごとに全て目を配り、気を配った計画をつくると。 
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      私も先日、遅かれながら、今進行している地図上の色分けをしたものを見せていただき

ました。委員会での説明の図面はちょっと地域が離れているところだったんで、内容的に

よく理解できなかったんで、どこが見たいですかって言われたので、閲覧を自分の住む場

所、耕作をしている周辺のところを見させていただきました。自分のところだと隣近所、

集落内の人のことというのはよくは分からないんですけれども、大体のことは理解できて、

いろいろここはこうじゃないの、ああじゃないのという話を担当者とさせていただきまし

た。 

      そういった中で、本来であれば、農業委員または農地利用最適化推進委員という方がお

られるわけです。本来、集落ごとに話合いを持つということの中で、どの範囲をすること

がいいのかというのは、それぞれ考え方があるとは思うんですけれども、農業委員は各地

区にそれぞれいらっしゃるというふうに、また推進員の方もおられる。そういう方を交え

て話合いをすることが当然必要であり、また、しなければならないような状況の計画策定

であるというふうに思います。  

      また、そこに農協が、ＪＡが関わって、関わり方がちょっと希薄であるというような話

も聞いている。その点については、先般、中央会の常務に会う機会があったんで、その話

をしたら、当然、農協もそういう地域計画に参画をしてやるべきだというふうに中央会か

らも指導はしているんだけれども、ちょっと利根沼田の農協に関しては、その辺が希薄だ

なという話をさせていただいて、その旨、中央会からよく指導をすると、していただける

ように私からもお願いをした経緯があります。  

      そういうことの中で、今後の話合いをすることの必要性は今答弁であったわけですけれ

ども、当然この計画ができただけでおしまいじゃなくて、今それが始まりだという町長の

答弁だった。当然始まりということは、何を目指してこれからやるかということだと思う

んですけれども、当然、農業振興という重要な課題に当てはめていかなければやる意味が

ない。職員を張りつけて、このことを計画をつくる、その意味合いが大きく、そのことの

必要性または効果が表れるのは、調査をし計画をつくったことがどのように実践に結びつ

いていくか、そのことが重要だというふうに思うんですけれども、その点はいかがですか。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 計画を立てればそれで終わりじゃなくて、やはり実際に１０年後どうなって

いるかということ、それが非常に重要なことだと思っております。 

      先ほど市郎議員からの質疑の中でありました、やはりＪＡ利根沼田の方の役割も非常に

大切だというふうに思っております。また、そういった中央会ですか、から指導していた

だけるということをおっしゃっていただいたというお話ですけれども、やはりその辺も重

要な関わりがどうしてもあると思います。計画というものは、これは当然実践することが

大切なことだというふうに思っておりますし、これからの農業振興の形というものをやは

り今回この機会にしっかりと描いて、それを形にできるように取り組んでゆく努力をして

いきたいというふうに考えております。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 髙橋市郎君。 
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（１３番 髙橋市郎君登壇） 

１３番（髙橋市郎君） そういう中で、今取り組んでいる計画というものが、いわゆる農地の集積化

だとか流動化だとか、そういうことが主なものになっているなという感じがするわけです

けれども、農業にはいろんな形態がある。もちろん、そんなこと言わなくも百も承知だと

思うんですけれども、土地利用型農業、または露地野菜、施設野菜、果樹等々のいろいろ

な作型がある中で、土地利用型に対しては、農地の流動化または集約化をすることが非常

に大切であり、やらなければならないことであるとは思います。  

      しかしながら、当町の農業形態を考えたときに、もちろん水田であるとか、コンニャク、

野菜、枝豆等々の土地利用型農業が多く点在していることはあるわけですけれども、それ

に加えるところの果樹生産が、非常に当町においては重要な一つの農業の経営形態である

ということは承知のことだと思いますけれども、いわゆる果樹の経営形態はそれほど大規

模化することの難しさというのはあると思うんですね。  

      そういった中で、大規模化だけじゃなくて、果樹農家の育成、傾斜地であるとか、また

面積が小規模であるとか、そういった中で農業振興を図れるのは果樹が非常にいいなとい

うふうに私は思っています。サクランボにしろ、リンゴ、ブドウ、ブルーベリー、その他、

桃であるとか、梅、柿、いろいろな果樹生産が当町においては行われていて、また、品質

のいいものが作られているということはご承知のとおりだと思うんですけれども、そうい

った面積を拡大し、集約をし、拡大できることだけでなくて、計画の中に、いわゆる集約

型農業の支援というものも考えていく必要があるかなというふうに思うんですけれども、

その点いかがですかね。 

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 集約型農業はどうかという、土地を集積するということでいいわけですよね。

土地を集積して集約型農業、髙橋市郎議員のほうは平地で非常に恵まれた環境だというふ

うに思っております。やはりそういうところと、うちみたいに中山間地で傾斜地が多くて、

段々みたいなところだと、やはり手を入れないとなかなか集約も難しいような地形もあり

ます。ですから、今回のこの調査、いろいろ協議の中でできるところは、国も恐らく大規

模化してスマート農業というようなものも推進しているというお話も伺っております。た

だ、果樹についてはやはりどうしても人の手が大変重要なことだというふうに、人間の手

がなければやはりいろいろな剪定とかいろいろ収穫も含めてですけれども、だと思います。

ただ、果樹の振興というものはみなかみ町はもう髙橋市郎議員おっしゃいますけれども、

一つの産地で品質も大変よいということで好評をいただいておりますので、集約化して、

規模は法人化も含めた中でそういう振興というのはあってしかるべきだというふうに考え

ております。 

議 長（小林 洋君） 髙橋市郎君。 

（１３番 髙橋市郎君登壇） 

１３番（髙橋市郎君） ちょっと自分の思いと、脇道してしまったんで修正してまたやりますけれど

も、先ほど来、農業振興についていろいろお伺いを、町長の見解をお聞きしているんです

けれども、そういう中において、いわゆる今の地域計画の中で担い手というか経営体、地
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域農業を担ってくれる経営体が減少するというのは、これは日本全国どこもそういうこと

が問題になっているということで、日本全体でいわゆるあと１０年後には半減するであろ

うと。１０年たたないうちに半分に減るであろうというような推計が農水から出ているよ

うです。 

      今回の調査によって、町内におけるいわゆる受け手、担い手の数というものはどの程度

あるのかという、農林課においては把握をされていることだと思うんですけれども、また

将来的、１０年後の推計はどういうふうな経営体の数になるのか、またその構成する人た

ちの年齢構成はどういう年齢構成になるのか、その点についてはいかがですかね。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 将来１０年、何人ぐらいかというのはちょっと将来的には、だからその数を

増やすべく努力は惜しまず進めていきたいと思っております。また、昨日、美香議員の質

問で移住者の中でたしか２人でしたっけ、移住者の中でも農業に関心を持っている方。 

      そして、やはりみなかみ町の現在の認定農業者についてですけれども、認定農業者が７

８人です。年齢構成で申し上げますと、３０代が１人、４０代が１３人、５０代が１２人、

６０代が１６人、７０代以上が１９人という、こういう構成になっております。市郎議員

はどこに入るかは別としましても、そういう形で認定農業者さんを中心に、そして若い方

もやはり関心を持っている方も、新治地区なんかでも新たに始めた方もいるというふうに

承知をしておりますし、そして、昨日の鈴木美香議員への答弁にありました移住者で関心

を持っている人、そういう方々にぜひ一度農業体験をしてもらいたいなというふうな思い

がしております。 

      いずれにせよ、これから、これは先ほど市郎議員の質問の中にもありました、本当に国

家的な問題だというふうに認識をさせていただいております。半減になるという数字も出

ておりますので、これは本当に国全体で喫緊の課題として意識していただき、農業に対す

る農業者支援、またこれからやろうと思っている方々への支援というものを充実させてい

ただきたいなというふうに考えております。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 髙橋市郎君。 

（１３番 髙橋市郎君登壇） 

１３番（髙橋市郎君） 今、認定農業者の数を言われました。私を指して年齢構成がどこに入るかと。

正直なことを言って私６８歳です。ということは１０年後は７８歳、多分１０年後はよい

よいで多分できないだろうなというのが自分自身の想定なんです。  

      そういった中で、実は今、私の家に１人、２０代前半の若い男性が研修に来ています。

その人を農業に、正直なことを言って自分の子供は、農業を継がないサラリーマンだって

自分で公言していて、非常に寂しい思いをして、自分の子供でさえ後継者にできない、自

分の経営というのはあまりいい経営じゃねえなと。この場でこんな身内話をするのはどう

かとは思うんですけれども。ただ、そういった中でも、先ほど新規参入者の中で移住とい

う方がいられるという話が出たんで申し上げるんですけれども、若い青年が一生懸命、今

３年目に入って大分仕事を任せられるような状況になってきている。あと、二、三年でい
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ろいろな技術を習得してもらえるとありがたいなって思いながら、一緒に作業をしている

状況です。 

      そういう身内話はいいんですけれども、そういった中で専業農家、昔でいう専業農家、

兼業農家という、今は主業経営体、または準主業・副業的経営体というようなことを表現

する。これは農水がそういうふうな呼び方をするということらしいんですけれども、その

数がずっと減るだろうと、３分の１ぐらいになるだろうというのが農水の推計です。当町

においても兼業農家が数多くいらして、その方がいろいろな畑作を、また水田を耕作して

くれている現状というのはあるわけです。この方々が少しでも、昔からはよく、昔鈴木町

長の時代に、いわゆる年金プラスアルファの所得を得られるようなことが重要だというよ

うなことをおっしゃっていたのを思い出すんですけれども、そういったことを推奨、だか

ら農水の方針だけで物事が済まないのがこういう中山間地の農業形態であるということは

ご承知のことだと思うんですけれども、そういった方々にも少しでも農産物販売が得られ

るような施策というものがあるべきだというふうに思うんですけれども、その点はどうい

うふうにお考えでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 当時、今亡き鈴木和雄元町長のときに年金プラスアルファでということで、

いわゆる家庭菜園、年金もらっている高齢者の方、高齢者じゃなくてもいいんですけれど

も、やはり副収入を得るためにということで取り組んだ経緯があったのかなというふうに

思っています。実際に新治地区では、そういう形で干し芋とか干し柿とか、いろいろなも

のをたくみの里の直売所に出したりという例はあるかと思います。今でも干し柿とか梅干

しとか漬物とか、あといろいろ加工品なんかを要するに年金プラスとは言いませんけれど

も、そういう副収入的な部分で、実際に今も出荷している方がありますし、やはりそうい

う場所の販売先の出口の提供というのは、やはりいわゆる道の駅なんかの直売所とか、そ

ういうところでは出せるようにはなっていると思いますし、あとやはり、そういう方でや

りたい、作りたいという方がいれば相談をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

      そういう形で、もしそれぞれ議員各位にももしお話がありましたら、農林課のほうにつ

なげていただければありがたいというふうに思っております。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 髙橋市郎君。 

（１３番 髙橋市郎君登壇） 

１３番（髙橋市郎君） 全くそのとおりで、そういう施策を講じていただくことが必要だと思います。  

      先ほどちょうど話が出たんで言いますけれども、道の駅直売所等において販売をする

方々が数多くいることが必要であり、また、それが地域を持続可能な地域にしていく一つ

の手段であるというふうに思う。そういう中で、ぜひとも町長には、今加工の話が俺から

出たんじゃなくて、町長のほうから梅干しだとか干し芋とかの話が出たんで訴えて、ひと

つ提案をさせていただきたいのは、それぞれ畑、土の中でものができる、土からできるも

のは、これは誰も一生懸命働けばできる。作業を惜しまず、草むしりを惜しまずやればい
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いものができるのは当然なことだと。 

      しかしながら、今町長がおっしゃったように、それをいかにお金に変えるか、出口をど

うするか、そういうことの必要性はこれは個人ではなかなかできない部分があるわけで、

それを町が、また公社なりそういうところがお手伝いをする、道の駅の経営者なりがお手

伝いをしてくれている現状は非常にありがたいなというふうに感じているわけであります。  

      そこで、加工品に関しては、前々から町長がおっしゃっている加工施設の建設を、ぜひ

ともなるべく早くしていただけるように提案をさせていただきたいというふうに思います。  

      そういう中で最終的なお願いは、農林課が今進めている地域計画を、今回この後の全協

で農業委員また推進委員の選出の話があるというふうに聞いておりますけれども、そうい

う人たちが、いわゆる地域で中心となって計画を作成して、農業が持続可能な農業になる

ようなことをこれから、今は計画を策定した今が始まりだという町長の発言だったんで継

続して、ぜひとも農業の振興を図って継続をできるような農業にしていただきたいという

ことを申し上げて、次の質問に入らせていただきます。  

      ２点目については、今まで言ったこととちょっと相反するようなことというようなこと

になるのかなとちょっと心配なんですけれども、農業振興地域に指定された土地について

開発に影響を及ぼしている事例もあると思います。  

      町における長期的な土地利用計画の考えをまずはお聞きをしたいと思います。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 土地利用計画の考えということであります。  

      地域の計画の策定により、集落の問題や課題、そして土地の利用の意向などが明らかに

なり、今後の利活用方針を検討していく上で、やはり先ほどの髙橋市郎議員のおっしゃる

とおり、長期的なまちの計画だったりビジョンを明らかにすることで町全体が同じ方向性

の中で発展していくもので、大変重要なものというふうに認識をさせていただいておりま

す。 

      町がみなかみ町になってからもう２０年が経過する中で、やはり社会情勢の変化が本当

に予想以上に速く、また少子高齢化、そして先ほど来、お互いに言葉が出ていますように

農業者さんの減少、そして情報インフラが整備されたことによるＤＸ化など、生活環境も

大変大きく変化をし、町に求められる姿も刻々と変化している現状であります。  

      やはり、地域計画だけでなく農振法や都市計画などにおいても時代に即した、これは見

直しがあってしかるべきだと思っていますし、その見直しを行う上でもやはり町全体の長

期的ないろいろなビジョンというものは必要であるし、必要なものだというふうに考えて

おります。なければならないものだというふうに思っております。  

      市郎議員が３月の定例議会で一般質問の中で、当時の新治村時代の農村公園構想につい

てご紹介をいただきましたが、そのようなことも参考にしながら、やはりユネスコエコパ

ークの町として人と自然が共生しながら持続可能な社会経済の発展を目指していくために、

将来のビジョン、いわゆる農村公園構想を参考にしながらビジョンというものを検討を進

めていきたいというふうに考えております。  

      やはり、守るべき農地、おっしゃることはよく自分自身も承知はしております。守るべ
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き農地等いろいろ計画の上で、こういういろいろなところはいろいろな開発がされてもい

い場所というのは十分あるというふうに認識をしております。そのためにもそういうビジ

ョンの策定というのは必要になってくるかと思っておりますので、検討を進めていきたい

というふうに考えております。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 髙橋市郎君。 

（１３番 髙橋市郎君登壇） 

１３番（髙橋市郎君） ３月に聞いたものをまた聞くと怒られるから、いわゆる当町において、新幹

線の駅があり、上越線の駅が５つあり、高速道路のインターが２つもあり、この地域がこ

のままでいいって、誰もが思っていないということだというふうに思います。 

      先般、衆議院議員の選挙があったときに、中曽根康隆先生がまだ候補者、ベイシアで街

頭演説した。そのときに、みなかみ町は非常に魅力のある町だと。今後大きく発展すべき

またできる要素を持っているという演説をされました。そういう中で、各旧町村の役割を

きっちり見据えて、その地域が力を発揮できるようなまちづくりをすることが、今後のみ

なかみ町の発展につながるというような演説をされました。まさにそのとおりだなと。そ

のためには私も力の限り応援はさせていただくという、選挙だから当然な演説ですけれど

も、町を見たときに、旧水上は温泉街、旧新治は農業が主体で温泉もあるし農業が主体だ。

月夜野は住宅地がいいんじゃないかと、居住地域にすることがいいんじゃないか。また、

工場誘致もいいんじゃないかという話をされていました。 

      高速のインターを降りて３分ぐらいで名胡桃平の平地に来るあの沿線が畑で果たしてい

いのかなというのが私の思いなんです。道路が開いて、当時は１７号バイパスと言われた

今は１７号ですけれども、どこに行っても大体インターの周辺は何かしらの開発がされて

いるということがあるわけで、そういった中でやはり農振という、これは上位法律ですか

ら、それをどうのこうのということじゃなくて、一つの例として、今回セブンイレブンが

上津に移転をしました。あの道路沿いの土地が白地だったんですね。普通あそこは青地な

んですよ、全部。ところが白地が一筆あったんですよ。その白地が何で白地だったかとい

うのを調べたところ、１７号バイパスが開いたときに、取りあえず農振外しておこうと、

その地主が言ったんだそうです。もう４０年も前ですから、あの当時は取りあえずという

ことができたんですね。 

      今は法律が非常に厳しくなって、農地の総量確保、さきの国会で農地の総量確保を掲げ

た改正農地関連法が成立したために、農地の安易な転用ができなくなったと、非常に厳し

くなったというのが現状であるということは、現状としてあるわけですけれども、町の取

組というものは、それよりも計画をきっちりつくれば、それはできる可能性のあるものと

いうふうに思うわけです。そういうことを考えたときに、やはり土地の有効活用、いつも

私言うんですけれども、農地法で農地を守る、農地を守るというだけで農家を守っていな

いのが現状の法律だ。農家を守れば農地が守れるんだよ。農家が離農して耕作者がいなく

なるから農地が荒れ、また地域が衰退しているということがあるというのが私の常々の考

えなんですけれども、その点についていかがですか、町長。  
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議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 今、市郎議員の質問の中で名言がありました。これも共感ですけれども、や

っぱり農家を守らなければ農地も守れないという、まさにそのとおりだと思っております。

やはりうちの近所を見ても離農、なかなかそういう状況だというふうに思っております。

本当に農地を、先ほどご紹介いただいた農地総量確保の農地関連法ですか、今回の国会で、

やはり農地を守ることばっかりで、じゃ、誰が作るんだというようなやはり本当に農業者

を守ることを優先にすべき農政であるべきだというふうに考えております。  

      どうなんだというお話で、やはり計画というものは大変非常に重要だというふうに思っ

ています。先ほどいろいろな旧単位ごとのご紹介をいただきました。まさにその点は同じ、

何となくそういう絵です。月夜野地区はそれに加えてまた教育ゾーンというのも、住宅も

あれば教育ゾーンというのも考えられるかなというふうにも思っております。  

      やはり、今までなかなか動かなかったんですけれども、いろいろな地域の方々、地元の

方々もいろいろ会議等いろいろしているというふうなお話も伺っております。ただし、や

はり行政だけじゃなくて地元の皆様方と、また民間のいろいろな関係する方々と連携して

力を合わせて前に進めていき、それなりに具体的な絵が描けばいいなというふうに考えて

おります。やはり、今まで止まっていて何も、急にある意味動き出したような部分もあり

ますので、まだ一朝一夕にはことは進みませんけれども、粘り強く地域の皆様方の合意形

成をいただきながらいろいろと進めていきたいというふうに考えております。  

      やはり、農振の弊害というのはありますんで、やはりそれには行政としてその地域の基

礎自治体が、このみなかみ町に限らずですけれども、やはりちゃんとした計画があって、

こういうことでこういうことをしたいんだということで進めていけば、決して不可能な話

じゃない、限りなく可能に近い話になるんだというふうに思っております。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 髙橋市郎君。 

（１３番 髙橋市郎君登壇） 

１３番（髙橋市郎君） いろいろ申し上げましたけれども、以上で質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

議 長（小林 洋君） これにて１３番髙橋市郎君の質問を終わります。 

      暫時休憩いたします。１０時５０分より再開いたします。 

（午前１０時３３分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（午前１０時５０分 再開）  

議 長（小林 洋君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

通告順序６   ６番 星 野 宗 央   １．現行の健康保険証廃止後の町の対応は  

                     ２．廃プラ資源化による住民へのメリットは  

                     ３．住民への物価高騰対策は  
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議 長（小林 洋君） ６番星野宗央君の質問を許可いたします。 

      星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） ６番星野宗央、通告に従いまして一般質問を行います。  

      今回は３つの質問を行います。 

      まず最初は、現行の健康保険証が廃止されました。現行の健康保険証廃止後の町の対応

はということでお伺いをいたします。  

      おとといの１２月２日から健康保険証の新規発行がなくなりましたということですけれ

ども、いまだにマイナンバーカードを作っておられない方や作れない方、マイナンバーカ

ードは持っているけれども、保険証とのひもづけがされていない方、またはひもづけがで

きない方、既にひもづけを解除された方やマイナンバーカードを返納した方もおられると

は思いますけれども、全住民対象の取組として進まない現状もあると思います。  

      マイナンバーカードの作成や保険証とのひもづけはあくまでも任意となっております。

発行済みの健康保険証は有効期限までは保険証としての利用が可能であります。新規発行

ができなくなるということですけれども、町の対応としてはどのようになっていくのでし

ょうか。１２月２日以降は健康保険証の代わりに資格確認書が発行されるとのことですが、

対象の方全員に発行されるのでしょうか、お聞きいたします。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 星野宗央議員の質問に答弁させていただきます。  

      答弁に入る前に、このマイナ保険証制度、マイナカードもそうですが、これは国の事業

で国が推進しております。みなかみ町、基礎自治体がどうのこうのという問題でもないと

いうことは十分承知していると思っています。星野議員も恐らくマイナンバーカードをひ

もづけにしたんだと思いますけれども、していない方とかマイナンバーカードを持ってい

ない方はどうするんだというご質問だというふうに認識をさせていただいて答弁させても

らいます。 

      １２月２日、おとといですよね。保険証が廃止になるというお知らせです。みなかみ町

では、国民健康保険の保険者並びに群馬県広域連合が保険者となっている後期高齢者医療

制度の窓口業務を担っています。  

      先ほどお話がありました１２月２日以降に新たな被保険者証は発行をされなくなります

が、１２月２日以前に発行された保険証をお持ちの方で、今後も資格に変更が生じない場

合は、被保険者証に記載された有効期間が満了する日まで、従前と同様の方法により医療

機関を受診することができます。  

      一方で、マイナンバーカード及びマイナ保険証をお持ちでない方への資格確認書の発行

時期については、資格等に異動がない場合は、前述の被保険者証の有効期間満了日が近く

なりましたら職権により交付する予定となっております。それまでは従前の紙による被保

険者証で受診していただくことになります。  
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      今回の健康保険証とマイナンバーカードの一体化に係る制度改正をより理解していただ

くため、引き続き、広報等を通じ制度の内容について周知を図り、住民の方の疑問に丁寧

に対応していきたいというふうに考えております。国もそのためにいろいろな推進啓発活

動をしていることは星野議員も承知かと思います。いずれにせよマイナ保険証の保有の有

無に関わらず、全ての人が今までと変わらずに医療機関を受診できるように、国が示すと

おりこれからも対応していきたい、そんなふうに考えておりますし、そういうふうに現在

もしている状況であります。  

      以上、一次答弁とさせていただきます。  

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） 資格確認書が健康保険証の代わりに出されるということですけれども、この

期限までは保険証があると思いますけれども、例えば再発行とか、そういうことで対象の

方全員にこの資格確認書というものが発行されるようになるんでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） マイナ保険証を保有しない人に資格確認書を発行します。マイナ保険証を保

有している人にも資格情報のお知らせとして発行しますということです。  

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） この資格確認書なんですけれども、これは健康保険証と何が違うんでしょう

か。お答えいただけますか。 

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 何が違うって、だから健康保険証じゃなくて資格確認書というふうに、実際

にまだ目にしたことはないんですけれども、いずれにせよ効力は同じですよね。そういう

理解でよろしいんじゃないでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） 町長おっしゃるとおり、名前が違うだけなんだと思います。ほとんど健康保

険証とほぼ同じふうに使えるものというふうに私も認識をしております。  

      続きまして、マイナ保険証を所持されている方への対応をお聞きしたいんですけれども、

資格情報のお知らせという書類が発行されているとのことなんですけれども、これはいつ

頃発送されてどのようなときに使うものなんでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） マイナ保険証を所持している方というお話ですよね。先ほど申し上げたとお

り、資格情報のお知らせを今後発行するんだと思うんです。声が小っちゃくなるというこ

とは自信がないということなんですけれども、詳しくはあれですか、町民福祉課長に答弁

させます。間違ったこと言ってもあれなんで。 

議 長（小林 洋君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 髙橋 輝君登壇） 
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町民福祉課長（髙橋 輝君） ただいまの星野宗央議員の質問にお答えします。  

      資格情報のお知らせということでございますが、こちらのほうの発行につきましては資

格確認書と同様で、時期を見まして発行する予定でございます。今のところいつ発行する

かというのは、ちょっと今のところ決めておりませんけれども、現行の今までの従来の紙

の保険証があるということで、それで対応が可能ということでございます。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） 今は健康保険証が手元にあるので、それで代わりになるということでござい

ます。 

      この資格情報のお知らせなんですけれども、この資格情報のお知らせだけで保険証のよ

うに使えるのかどうかお聞きいたします。  

議 長（小林 洋君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 髙橋 輝君登壇） 

町民福祉課長（髙橋 輝君） ただいまのご質問にお答えいたします。  

      資格情報のお知らせ単体では、受診のほうはできません。それは来年、現行の保険証、

紙の保険証が有効期限が切れた後の話になると思いますけれども、資格情報のお知らせ自

体が、もしマイナンバーカードが機械的に使えなくなったとか、そういうときを想定して

発行されるものでございます。  

      ですので、そのマイナ保険証と資格情報のお知らせをセットにして使っていただくとい

うことが原則となっております。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） 資格情報のお知らせだけでは保険証の役割はしないということのようでござ

います。ちょっと似たようなものが出てくるので、それだけで保険証と勘違いされるのか

ななんて、ちょっとたしか小っちゃい似たような感じの書類なのかなというふうに認識は

しているんですけれども、マイナ保険証をお持ちの方でも資格確認書を発行してもらうこ

とが可能なのかどうかお聞きいたします。 

議 長（小林 洋君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 髙橋 輝君登壇） 

町民福祉課長（髙橋 輝君） ただいまのご質問にお答えします。  

      すみません。もう一度、よろしいでしょうか。ちょっと今、頭飛んでしまいました。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） マイナ保険証をお持ちの方でも、条件を満たせばその資格確認書を発行して

もらえるのかどうかということなんですけれども。 

議 長（小林 洋君） 町民福祉課長。 
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（町民福祉課長 髙橋 輝君登壇） 

町民福祉課長（髙橋 輝君） 失礼いたしました。 

      資格確認書の発行でございますが、マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書を発行して

いただきたいと、そういうことにつきましては対応不可ということになっております。資

格確認書の発行につきましては、高齢者もしくは障害等を持っている要支援者の方につき

ましては、マイナ保険証を持っている、持っていないにかかわらず、申請に基づきまして

資格確認書のほうを発行することが可能となっております。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） マイナ保険証を持っている方でも高齢の方、障害のある方に関しては一定の

配慮をしていただけるけれども、原則はマイナ保険証を持っている人には資格確認書を再

度というか新たに発行することはないということなんだと思います。マイナンバーカード

を紛失した場合、再発行になると思うんですけれども、その再発行にはどのくらいの期間

がかかるのかということと、その間はどうやって医療にかかればいいのかということをお

聞きいたします。 

議 長（小林 洋君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 髙橋 輝君登壇） 

町民福祉課長（髙橋 輝君） ただいまのご質問にお答えします。  

      マイナンバーカードの紛失や期限切れ等で再申請中の方につきましては、資格確認書を

その間発行いたします。それですので資格確認書を持って受診をしていただくような形に

なります。 

      あともう一点、マイナンバーカードの再発行の期間ということでございますが、これは

マイナンバーカードの申請、担当部局の判断でありますけれども、これも申請状況、国で

行う処理の状況によって期間のほうは変わってきますので、今この場でおおむねどのくら

いかかるというのはちょっと申し上げられない状況でございます。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） 確かに忙しかったら何かかかるかもしれませんけれども、普通の申請だとど

のくらいかかるんでしょうか。マイナンバーカード取得に関して。 

議 長（小林 洋君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 髙橋 輝君登壇） 

町民福祉課長（髙橋 輝君） ただいまの質問にお答えします。 

      ただいまのマイナンバーカードの申請は、申請件数そのものは大分少なくなってきてお

る状態でございます。今現在、申請してから交付されるまで約１か月ぐらいというふうに

認識をしております。 

      以上でございます。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 
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（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） マイナンバーカード自体が１か月ぐらいまだかかるということですね。再発

行も恐らくそれより短くなるんだか長くなるんだか、もしかしたら大体長くなるんかなと

いうふうに思いますけれども、その間は資格確認書が発行されるということですので、安

心して医療にかかれるんではないかなというふうに思います。  

      このマイナンバーカードのことばっかり、またちょっと聞くようで申し訳ないんですけ

れども、マイナンバーカードの有効期限が１０年というふうになっております。なぜか電

子証明書の有効期限が５年となっているんですけれども、これ非常に気づきにくくて分か

りづらいと思いますけれども、電子証明書の更新時、マイナンバーカードの有効期限の１

０年の更新とか、そういうときに何かしらお知らせが届くようになるんでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 髙橋 輝君登壇） 

町民福祉課長（髙橋 輝君） ただいまの質問にお答えします。  

      一応マイナンバーカードは基本的には１０年、年齢によっては５年ということになって

おります。あと、マイナポータルに見られるような個人認証につきましては、５年が有効

期限となっております。それぞれ申請時期が異なりますので、個人認証の部分が切れると

きには、今お話ししているのは国民健康保険の話でございますけれども、こちらのほうか

ら期限が切れますよということを事前にお知らせするような予定となっております。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） たしかマイナンバーカードの導入をされたときに、事務の手続というか事務

の簡素化みたいなことが言われていたんですけれども、なかなか簡単に言えば、その辺は

全部いかないと思いますけれども、ちなみに先ほど町長が言われたこととちょっと私、推

進していることとはまた相反することなんですけれども、私と私の子供２人はマイナンバ

ーカードを作っておりませんのでちょっと時代に逆行しておりますけれども、今んところ

特に困っておりません。 

      それと、先日も年配の方から相談を受けましたけれども、１２月２日からマイナ保険証

がないと医療にかかれないのではないかという不安の中でマイナ保険証を作られた方もい

るのではないかと思いますけれども、実際には今の時点でマイナ保険証がなくても、今の

ところ現行の健康保険証もありますし、何かしら使えなかったときには資格確認書も発行

していただけるということですので、何も問題なく医療にかかれるということでございま

す。 

      しかし、なぜかそのマイナ保険証の登録の解除ができるようになったという話を聞きま

して、これはどのように解除するのかお聞かせいただけますでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 髙橋 輝君登壇） 

町民福祉課長（髙橋 輝君） ただいまのご質問にお答えします。  
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      国民健康保険のほうでは、解除のための申請書のほうを用意しております。窓口にお越

しいただきまして、そちらのほうに申請書を記入いただいてご提出いただければ、解除の

手続を追ってさせていただきます。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） その解除後なんですけれども、解除後は当然のことながら資格確認書が交付

される、直ちに交付されるということでよろしいんでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 髙橋 輝君登壇） 

町民福祉課長（髙橋 輝君） ただいまのご質問につきましてお答えします。  

      そのとおりでございます。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） マイナ保険証に関しては、確かに所持されている方のほうが多くなってきて

おります。マイナンバーカードももちろんなんですけれども、しかしながら利用率が今の

ところそんなに上がってきていないということのほうが問題となっているようですけれど

も、病院なんか行くと、マイナ保険証で受付されている方には必ず誰か１人の方がついて

指導してもらわないとなかなか難しいところがあるようですので、やっぱりなかなか分か

りづらいというか、利用しづらいシステムそのものの問題なのではないでしょうかという

ことを私思います。 

      これから年末になりますけれども、役場の担当の窓口のほうはいろいろと大変かと思い

ますけれども、親切丁寧な対応をお願いいたしまして、次の質問に移りたいと思います。  

      次は、廃プラ資源化による住民へのメリットについてお聞きいたします。  

      廃プラの資源回収が今年度から実施をされております。回収が始まった頃は、私も燃え

るごみの袋が減ったなという実感が得られて、非常にこれはすばらしいやというふうに思

っておりました。だけれども、だんだんと廃プラの資源ごみの袋に入れるわけなんですけ

れども、その回収するときになかなか、汚れがついていたりとか、判断に困ったりとかと

いうことがあったので、その辺に少しずつ気づき始めてしまっていらっしゃるんではない

かと、私も含めてなんですけれども。  

      油がついたものを分別するのはなかなか大変だったりするんですけれども、これからも

燃えるごみの削減に取り組んでいただくためにも、住民の方に、この廃プラの資源回収で

の住民へのメリットをお聞かせいただけますでしょうか。 

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 住民へのメリット、これはなかなかメリットがどういう形で見えているかと

いうと判断も難しいかと思います。  

      ただ、やはり分別することによって、ごみの分別化をすることによって、ごみのいろい

ろなごみ全体の部分においては貢献をしていただいております。始めた頃は非常に多くて、
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週１回だった、月１回、何しろ回数をすぐいろいろ町民の皆さんからご意見を賜って、回

数を早速増やして対応させていただきました。やはり、そういう回数を増やせば経費もか

かるわけですので、その辺もご理解いただきたい。 

      今、分別でいろいろ迷って油がついているとか、例えば星野議員が例えば刺身を買って

パックから離したときに値札が付いていますよね。何割引とか、どこどこと、そういうの

がついているのは黄色いもの、迷ったらもう黄色い袋に、燃えるごみに入れてもらったん

でいいんだと思います。やはりあと汚れが取れていないようなものは、やはり黄色い袋と

いうことで。 

      直接的なメリットというと、本当に７０円から、就任して半年でごみ袋、これも町民生

活を重視した政策の一つとして、７０円から３０円に値下げさせていただきました。その

部分で、なおかつ廃プラと分別することによって本当に微々たる、それがどうのこうのと

いうんじゃないですけれども、そういう形でのメリットというのは、金額は少ないけれど

も、姿勢として一部のメリット、それは７０円のままだったらどうなんだとということで

すね。もっとメリット、年間もっと使う人はね。それは微々たるものだというお思いの方

もいるかもしれませんけれども、やはり一つの本当に見えない部分のメリットだというふ

うに思っております。 

      これからもごみの分別にご協力いただくことで成し遂げられていることですので、あと

ごみの処理にも経費がかかる、収集も人手がかかっているわけです。毎週丁寧にいろいろ

な何百箇所もある町内にあるごみの集積所に行って収集してというのも、やはり現場のそ

ういう方にしてみると大変な作業ですけれども、そういう部分でも経費がかかっているこ

とはご理解いただきたいというふうに思っております。  

      以上です。いいですかね。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） 住民のごみの処理として資源回収に携わること自体がメリットと感じるとい

うのはもちろんあるので、それは頑張りたいと私も思います。  

      この廃プラの資源回収なんですけれども、どのように資源化をされているのでしょうか、

ぜひお聞きしたいんですけれども。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 資源化、これは、ちょっと待ってください。要は資源、きれいなやつをまと

めて取引業者に持っていってもらって資源化しているということです。  

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） そうだと思います。その辺は多少は把握しているんですけれども、資源にす

るときに、例えば製品として分解して、もう一度同じ製品になったりするのか、お話では

ガス化をしているというふうな話を聞いたんですけれども、ガス化をされているというこ

とでよろしいんでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 環境課長。 
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（環境課長 原沢智章君登壇） 

環境課長（原沢智章君） ご質問にお答えします。 

      令和６年度の再商品化業者はガス化です。ガス化というのはケミカルリサイクルという

ことであって、プラスチックをガス化して合成ガスを取り出す方法で、ガス化することに

より、水素と二酸化炭素の合成ガスをつくって、それぞれアンモニアと炭酸製品に生まれ

変わるというような手法で行っています。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） ちょっと難しい話なんでガス化といってもちょっとぴんとこないというか、

そうなんでしょうねというふうに私もお話伺っていたんですけれども、ガス化で廃プラの

処理自体には経費がかかるということなんですけれども、どのような経費がかかっている

のでしょうか、お聞きしてもよろしいでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 環境課長。 

（環境課長 原沢智章君登壇） 

環境課長（原沢智章君） 質問にお答えします。 

      廃プラには、やはり先ほど町長がおっしゃいましたように収集運搬費がもちろんかかり

ます。あとは分別委託料といいまして、収集したものを中間処理業者のほうに行って、そ

こで分別、また危険物が入っていないかの分別作業があります。その分別作業をした後に、

容器リサイクル委託料という形で、先ほど再商品化業者のお話をしましたが、そちらのほ

うに行って、そこで作業というかガス化、ケミカルリサイクルするための経費がかかりま

す。容リ協会のほうのケミカルリサイクルにお金がかかっているということですね。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） 収集運搬と分別の作業ということで経費がかかると。令和６年度の再商品化

事業者落札結果という資料があったので私調べて見てみたんですけれども、みなかみ町の

分別収集物ということで株式会社レゾナック川崎事業所（ガス化）、指定保管施設名でウ

ィズペットボトルリサイクル株式会社栃木工場（プラ法）と書いてある。この落札価格が

５万６,８００円／トンですね、年間で８５トンというふうに書いてありました。これを

税込みにすると５３１万８００円ということなんですけれども、この中間の処理の手数料

もこれに含まれているんでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 環境課長。 

（環境課長 原沢智章君登壇） 

環境課長（原沢智章君） 質問にお答えします。 

      先ほど星野議員が見られた資料の中の容リ委託料の関係だと思うんですけれども、容リ

協に支払うお金というのは１％、重量に対する１％分について、容リ協に支払う形になり

ます。 
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      ですから、数字の例えばちょっと分かんないけれども、１％支払って、ただみなかみ町

の場合は、指定袋を製品プラという形で引き取るような形の契約をしていますので、その

製品プラの袋にあっては町が１００％支払う形になります。国のほうで製品プラをやるに

当たっては、特別交付税が支給されますよという形でスタートしていますので、令和６年

度、指定製品プラをやっていますから、特別交付税の対象になるということは確認してい

ますが、製品プラに関わる全ての金額が戻ってくる、交付税処置されるということではな

いと思います。 

      回答は以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） 廃プラの処理に関してガス化をしているということでしたけれども、どのよ

うな経過でガス化を選ばれたのか、特に理由があればお聞きしたいんですけれども。  

議 長（小林 洋君） 環境課長。 

（環境課長 原沢智章君登壇） 

環境課長（原沢智章君） 質問にお答えします。 

      町が選ぶということではなくて、容器リサイクル協会のほうに町は契約をしていますの

で、容器リサイクル協会は入札をする事業というか、そうする場所でもありますから、そ

こで手を挙げた、入札をかけて手を挙げた業者が先ほど言った再商品化業者であったとい

うことです。 

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） この調べた資料の中に、当年のやっぱり入札とか落札も出てくるんですけれ

ども、ほかの自治体はあんまりガス化というのがなかったので、みなかみ町の今の処分の

仕方というか廃プラの分別の仕方がガス化に適しているという考え方なんでしょうか。  

議 長（小林 洋君） 環境課長。 

（環境課長 原沢智章君登壇） 

環境課長（原沢智章君） 質問にお答えします。 

      ガス化に適したかとかということではなくて、入札の結果、今のガス化の業者が入札し

たと。ただ、製品プラをやっている自治体というのがなかなか少ないものですから、その

辺、今年がみなかみ町初めてですし、その辺の関係で、入札の中での何というんですか、

業者さんのほうで製品に適しているか、いろいろガス化とか、そういう形で適しているか

はちょっと判断がどうあったのかというのはちょっと分かりません。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） なかなかその辺のことは難しい話なのかなというふうに思っております。  

      ぜひ、今後さらに資源化を進めるためにも住民への還元はできるのかどうか。私ここは
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一番の問題として取り上げていたんですけれども、先ほど町長の答弁でも何となく大変だ、

経費もかかるしということなんですけれども、住民のへの還元に関して今後さらにごみ袋

が安くなったりとかということがあるのかどうか、ぜひお聞きしたいんですけれども。 

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 端的な質問だと、要するに分別して、いろいろ経費も削減が出ているんだか

らごみ袋無料にしたらどうだみたいな話なんでしょうか。やっぱり何でも無料無料という

のはやっぱり基本的には考えにくいというふうに思っております。やはり、自分で買って

自分で出たごみは自分の責任において、黄色い袋でも緑の袋でも買って責任を持つという

のが、それが当然なことだというふうに思っております。やっぱりごみも金がかかるんで

す。いろいろ、これはもうお分かりのことと理解していただいております。  

      ですから、今、利根沼田で広域圏で処理の協議をして、例えば分別項目や指定袋の取扱

いをこれから具体的にそれぞれ広域圏で調整していかなければなりませんので、現状今の

指定袋の価格を見直す考えは現時点ではありません。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） 以前のお話というか、担当課の方とお話したときも、先ほども私言いました

けれども、八十何トン、年間の廃プラに関しては、みなかみ町のごみの総量からすると本

当に微々たるものが削減できるけれども、何かしら地球環境のために頑張って努力すると

いうことを私はしたいと思います。廃プラへの資源回収への住民の理解を深めるためにも、

住民の努力に報いていただけますようぜひともご期待いたします。  

      続きまして、最後の質問ですが、年末年始がやってまいります。寒さも今日はまだちょ

っと暖かいですかね、本当に暖かくて助かっているんですけれども、だんだん厳しくなっ

てくることが予想されます。  

      そんな中で物価高騰が収まらず、住民の生活は非常に大変になっております。住民への

物価高騰対策、ぜひともお聞きしたいと思います。  

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 年末年始をこれから迎えるに当たっての物価高騰対策というお話でした。  

      今年のプレミアム商品券の使用期間が１２月３１日までということです。計画的に年末

に支出が多くなるなという方は恐らく取っている方も中にはいるのかなというふうに、星

野議員はやっぱり見込んでそういうふうに持っている、そういう方もやはりそういう工夫

をされている方も中にはいるんだと思います。  

      政府が、今、臨時国会、この２１日までの会期で開催をされております。それで先般１

１月２８日付で内閣府地方創生推進室より、令和６年度補正予算の閣議決定を踏まえた重

点支援地方交付金の取扱いについてという通知を賜りました。これにはメニューがいろい

ろあります。やはり省エネ家電だったりとか、いろいろ事業者用と住民用というので事業

メニューがあります。これらはまだ、閣議決定されたわけですから、恐らくいつものよう

に年末にかけて繰越しの事業になるかもで大変忙しい事務作業になるとは思います。金額
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的にも、地方創生、石破内閣では地方創生に力を入れるんだというふうにはっきり言って

おりますので、前回の交付金よりは多少増えるかと期待をさせていただいております、地

方としては。ある意味そういう形でそれを有効に、町民の皆様方にしっかりと支援策とし

て手当てをしていきたいというふうに思っております。  

      ただ、事務作業もどういう形で進むか分かりませんけれども、大変忙しい仕事にはなろ

うかと思いますんで、それについてはご理解をいただきたい。 

      低所得者世帯支援枠については、住民税非課税世帯１世帯当たり３万円を目安として給

付金の支援が行われる予定、これはもう既に新聞報道でもされていたと思います。また、

住民税非課税世帯のうち子育て世帯については世帯人数が多いことを考慮して、子供１人

当たり２万円を加算することが盛り込まれております。 

      以上のようなことから、やはり安心して町民の皆様方が年末年始を穏やかに過ごせるよ

うに手当てをしていきたいというふうに思っております。ただ、いろいろな物価高騰、確

かにそれぞれ個人差はありますけれども、感触で確かにいろいろ伺っております。やはり

こういう事業を交付金を活用して広く、どういう方法が皆様方に浸透するのかとか、効果

があるのかということもいろいろと協議をしながら、いくら来るとか確定した段階でいろ

いろ協議を進めていきたいというふうに思っております。  

      以上です。 

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） 私の場合は取っておいたというよりも、４万円分商品券買わせてもらったん

ですけれども、２万円分を紛失しまして、最近になって２万円分出てきたのでありがたく

使っております。まだちょっと残っているんですけれども、全部使い切るように頑張りた

いと思います。 

      物価高騰対策で、岩手県での取組も含めてなんですけれども、岩手県では困窮世帯に灯

油代の補助などを全市町村で４年連続で実施しているというお話も聞いております。沼田

市などでは以前、しばらく前なんですけれども、水道料金の基本料金の免除を何か月間か

取り組んだということを聞いております。みなかみ町でも、確かに困窮世帯とか低所得者

の方への手当てはもちろんなんですけれども、全住民対象への取組などがあればぜひとも

お聞かせいただきたいと思います。 

議 長（小林 洋君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） いろいろな事例、都道府県、市町村の取組、様々な取組をされているかと思

います。でも、いずれにしましても町として今までやってきた、この臨時交付金事業をや

ってきたことについてのやっぱり効果を検証して、また交付金の趣旨、メニューが限られ

ていろいろ項目あるにせよ、やはりその枠の中で事業を進めなくちゃならないということ

を考えますと、どのようなものがいいのかということを、これから速やかに協議をして制

度設計していきたいと思っております。これはいろいろなやり方があるんだと思います。

灯油を使わない人もいますし、果たして灯油だけ使っているでいいのかとか、いろいろな

そういう議論もあろうかと思いますし、いろいろな形でどういうことが皆さん方に公平に
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行き渡るか、支援になるかということは、これから今までの事業も併せて検証しながら協

議を進めていきたいというふうに考えております。  

議 長（小林 洋君） 星野君。 

（６番 星野宗央君登壇） 

６ 番（星野宗央君） 本当に物価高騰がなければ、こんなに大変じゃなかったのかなというふうに

も思っているんですけれども、住民のためにもぜひともお願いいたします。  

      今回３つの質問をさせていただきました。大変にお疲れさまでした。ありがとうござい

ました。 

議 長（小林 洋君） これにて６番星野宗央君の質問を終わります。 

      以上をもちまして、一般質問を終わります。  

──────────────────────────────────────────── 

 

休会の件  

 

議 長（小林 洋君） お諮りいたします。 

      明日１２月５日から１２月１０日までの６日間は議案調査のため休会したいと思います

が、これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小林 洋君） ご異議なしと認めます。 

      よって、明日１２月５日から１２月１０日までの６日間は、休会することに決定いたし

ました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

散  会  

 

議 長（小林 洋君） 以上で本日の議事日程第２号に付されました案件は全て終了いたしました。 

      本日１１時４０分より、議会全員協議会を開催いたしますので、出席をお願いいたしま

す。 

      ５日には、午前９時より総務文教厚生常任委員会を開催いたします。  

      ６日には、午前９時より産業観光生活環境常任委員会を開催いたします。  

      ９日には、午前９時より議会だより編集特別委員会を開催いたします。 

      最終日１２月１１日は、午前９時より本会議を開きます。  

      本日は、これにて散会いたします。大変お疲れさまでした。 

 

 

（午前１１時３４分 散会）  


